
　　六次産業化・地産地消法に基づく認定事業計画の概要

（１）県別の認定件数   （３）総合化事業計画の対象農林水産物の割合

うち
農畜産物関係

うち
林産物関係

うち
水産物関係

青森県 74(3) 70(2) 0 4(1) 1
岩手県 53(5) 46(2) 4(1) 3(2) 1
宮城県 82(1) 66(1) 2 14 1
秋田県 63(2) 58(2) 2 3 0
山形県 68(1) 64(1) 4 0 0
福島県 43(2) 43(2) 0 0 1
合計 383(14) 347(10) 12(1) 24(3) 4

（２）総合化事業計画の事業内容の割合
（％）

69.9
14.1
8.7
3.0
3.0
1.1
0.3

（東北累計：令和7年3月31日現在）

研究開発・成果
利用事業計画
の認定件数

レストラン

　　　※　複数の農林水産物を対象としている総合化事業計画
　 　　　についてはそれぞれをカウントしています。
　　　※　ラウンドにより、合計が100％にならない場合があります。

注：農林漁業成長産業化ファンド出資案件は（　）書き内数です。

加工
加工・直売・レストラン

輸出

県　名  総合化事業計
画の認定件数

加工・直売

直売
加工・直売・輸出

野菜
30.5%

米
20.3%果樹

17.0%

畜産物
8.5%

豆類
5.3%

林産物
4.5%
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4.0%
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花き
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その他
3.8%


